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施設一覧等１
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連番 施設名称 連番 改正する条例名 所管部局
１ 原爆資料館 １ ⻑崎原爆資料館条例 原爆被爆対策部
２ 永井隆記念館（如⼰堂含む） ２ ⻑崎市永井隆記念館条例 原爆被爆対策部
3 全天候型こども遊戯施設（あぐりドーム）【改定しない】 ３ ⻑崎市あぐりの丘条例 こども部
4 市⺠体育館

４ ⻑崎市⺠会館条例 教育委員会
5 市⺠体育館トレーニング室
6 文化ホール
7 中央公⺠館
8 図書館 ５ ⻑崎市図書館条例 教育委員会9 図書館駐⾞場【改定しない】
10
〜
24

公⺠館（15） ６ ⻑崎市公⺠館条例 教育委員会

25
〜
27

文化センター（3） ７ ⻑崎市文化センター条例 教育委員会

28 日吉自然の家 ８ 日吉自然の家条例 教育委員会
29 科学館 ９ ⻑崎市科学館条例 教育委員会
30 恐⻯博物館 10 ⻑崎市恐⻯博物館条例 教育委員会

１ 使⽤料・⼿数料関連条例【教育厚生委員会所管分】
⑴ 使⽤料︓30施設（10条例）【うち、今回改定件数︓28施設（９条例）】

⑵ ⼿数料︓５条例【うち、今回改定件数︓５条例】
連番 改正する条例名 所管部局
１ ⻑崎市障害福祉センター条例 福祉部
2 ⻑崎市夜間急患センター条例 市⺠健康部
3 ⻑崎市国⺠健康保険診療所条例 市⺠健康部
4 ⻑崎市診療所条例 市⺠健康部
５ ⻑崎市動物の愛護及び管理に関する条例 市⺠健康部
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⑴ 算定方法
使⽤料は、施設の維持管理に係る「原価（コスト）」と「受益者負担率」に基づき算定する。

⑵ 原価（コスト）
使⽤料算定における原価（コスト）は施設運営コスト及び施設整備等コストとする。

２ 使⽤料の基本的な考え方

ア 施設運営コスト 人件費、各種委託料、備品購入等の物件費など施設の運営に必要な直接コスト

イ 施設整備等コスト 施設設備に係るコスト（国庫補助等を除した額を減価償却のうえ算出）

■入館施設（個人単位で使⽤する施設）

施設全体のコスト

年間目標利⽤者数
１⼈あたりの使⽤料 ＝ × 受益者負担率

■貸館施設（貸出スペースごとで使⽤する施設）

施設全体のコスト
施設全体の貸出可能面積 × 年間開館時間 × 実稼働率

１室１時間
あたりの使⽤料 × 室面積

１室１時間あたりの原価（コスト）

＝ × 受益者負担率

１⼈あたりの原価（コスト）
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⑶ 受益者負担率
使⽤料は施設の設置目的や提供サービスに配慮する必要があるため、受益者負担率を設定する。
受益者負担率︓50％
港湾施設（切符売場）

受益者負担率︓75％ 受益者負担率︓100％〜
文化財、観光施設、公園施設（ｽﾛｰﾌﾟｶｰ）
ホール型施設（交流拠点施設）
市営宿泊施設、市有墓地、商業振興施設、
農林業振興施設、市営駐⾞場、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設
港湾施設（売店等）
健康増進・入浴施設（公衆浴場以外）

受益者負担率︓25％
火葬場

受益者負担率︓50％
スポーツ施設、公園施設（スポーツ施設）
博物館、こども遊戯施設
ホール型施設、公園施設（屋外ステージ）

受益者負担率︓75％

受益者負担率︓0％
街区公園、公園施設（通常公園部分）

受益者負担率︓25％
市⺠活動施設、コミュニティ活動施設
自主学習・研修施設
その他の会議室

受益者負担率︓50％
健康増進・入浴施設（公衆浴場）

２ 使⽤料の基本的な考え方

低い高い

低い

高い

⺠
間
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
度

市⺠⽣活上の必要性
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３ ⼿数料の基本的な考え方
⑴ 算定方法

⼿数料は、役務を提供するための「原価（コスト）」に基づき算定する。

⼿数料 ＝ 原価（コスト）
※料⾦の上り幅が⼤きい施設は、激変緩和措置を設ける（現⾏料⾦を基準に1.1〜２倍を上限に設定）
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由

市立図書館駐車場 駐車場 260 5,656,913 - 172 172 520 260 近隣の市営駐車場の均衡 260 0

大型バス１台（最初の1hまで及び
その後30分までごと） 520 - 716 716 720 710 710 190

普通車1台（最初の1hまで及びそ
の後30分までごと） 100 - 201 201 200 200 200 100

こども 250 500 250 250 0

一般 100 200 100 100 0

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収しない・平⽇ 9〜12 1,096 77,928 38,964 1,530 1,630 1,630 534

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収しない・平⽇ 13〜17 1,241 77,928 38,964 1,730 1,630 1,630 389

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収しない・平⽇ 18〜21 2,210 77,928 38,964 2,870 2,870 2,870 660

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収しない・⼟⽇休⽇ 9〜12 1,655 77,928 38,964 2,310 2,290 2,290 635

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収しない・⼟⽇休⽇ 13〜17 1,626 77,928 38,964 2,270 2,290 2,290 664

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収しない・⼟⽇休⽇ 18〜21 2,681 77,928 38,964 3,480 3,480 3,480 799

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収する・平⽇ 9〜12 8,398 77,928 38,964 10,910 11,150 11,150 2,752

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収する・平⽇ 13〜17 8,765 77,928 38,964 11,390 11,150 11,150 2,385

現行料金 総コスト 現行料金
との差額

１ マトリクスに基づいて料金を設定するもの

図書館

平和施設

こども遊戯施設

施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果

⑴ 受益者負担率100％（⺠間のサービス提供度：⾼、市⺠生活の必要性：低）

カテゴリー

全天候型こども遊
戯施設（あぐり
ドーム）

原爆資料館（駐車
場）

目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト

10,696,280

498
101,00050,252,207

⑵ 受益者負担率50％（⺠間のサービス提供度：中、市⺠生活の必要性：中）

⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。

⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。

【体育館】
スポーツ施設

249 一般料金は、こども料金の
４割とする。（供用開始時
点の考え方を踏襲）

市⺠体育館 51,220,833 -

⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト
競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収する・平⽇ 18〜21 15,022 77,928 38,964 18,020 18,020 18,020 2,998

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収する・⼟⽇休⽇ 9〜12 10,458 77,928 38,964 12,550 12,730 12,730 2,272

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収する・⼟⽇休⽇ 13〜17 9,928 77,928 38,964 12,900 12,730 12,730 2,802

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ・入場料
徴収する・⼟⽇休⽇ 18〜21 15,976 77,928 38,964 19,170 19,170 19,170 3,194

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収しない・平⽇ 9〜12 8,398 77,928 38,964 10,910 11,150 11,150 2,752

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収しない・平⽇ 13〜17 8,765 77,928 38,964 11,390 11,150 11,150 2,385

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収しない・平⽇ 18〜21 15,022 77,928 38,964 18,020 18,020 18,020 2,998

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収しない・⼟⽇休⽇ 9〜
12

10,458 77,928 38,964 12,550 12,730 12,730 2,272

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収しない・⼟⽇休⽇ 13〜
17

9,928 77,928 38,964 12,900 12,730 12,730 2,802

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収しない・⼟⽇休⽇ 18〜
21

15,976 77,928 38,964 19,170 19,170 19,170 3,194

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収する・平⽇ 9〜12 10,458 77,928 38,964 12,550 12,730 12,730 2,272

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収する・平⽇ 13〜17 10,761 77,928 38,964 12,910 12,730 12,730 1,969

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収する・平⽇ 18〜21 18,196 77,928 38,964 21,830 21,830 21,830 3,634

51,220,833 -

⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。

市⺠体育館【体育館】
スポーツ施設

⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。

⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。

⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収する・⼟⽇休⽇ 9〜12 13,077 77,928 38,964 15,690 15,500 15,500 2,423

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収する・⼟⽇休⽇ 13〜17 12,754 77,928 38,964 15,300 15,500 15,500 2,746

競技場専用（全面）ｱﾏﾁｭｱ以外・入
場料徴収する・⼟⽇休⽇ 18〜21 21,409 77,928 38,964 25,690 25,690 25,690 4,281

軽スポーツ室（１室につき） 945 10,901,684 1,883 941 1,320 950 950 5

一般（当⽇券）【２時間あたり】 356 406 530 410 2時間で設定 410 54

⾼校生（当⽇券）【２時間あた
り】

188 - 370 210 一般の半分 210 22

一般（会員券（1月）） 2,440 - 3,170 3,740 当⽇券の9.1倍（県立体育館
と同率）

3,740 1,300

⾼校生（会員券（1月）） 1,215 - 1,700 1,920 当⽇券の9.1倍（県立体育館
と同率）

1,920 705

常設展示（一般） 410 610 610 610 200

常設展示（こども） 200 400 310 一般の半額 310 110

スペースシアター（一般） 520 720 720 720 200

スペースシアター（こども） 260 390 360 一般の半額 360 100

年間観覧料（一般） 2,320 3,010 3,330 （常設展示+スペースシア
ター）×2.5

3,330 1,010

年間観覧料（こども） 1,150 1,610 1,680 （常設展示+スペースシア
ター）×2.5

1,680 530

学習室1 847 1,180 1,180 1,180 333

学習室2 847 1,180 1,180 1,180 333

学習室3 847 1,180 1,180 1,180 333

市⺠体育館（ト
レーニング室）

⻑崎市科学館

51,220,833 -市⺠体育館 ⑴午前・午後の区分はなく
す
⑵最終結果は、午前・午後
各々の算定結果の平均とす
る。

--

81,890

-

【体育館】
スポーツ施設

257,955

36,406

812

1,387
博物館等 57,936

12,178,738

- -

-

693

1,809
905

40,945

80,342,535

65,866,367
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

一般 500 750 500 500 0

こども 200 400 250 一般の半額 250 50

年間観覧料（一般） 1,250 1,750 1,250 入場料×2.5 1,250 0

年間観覧料（こども） 500 750 630 入場料×2.5 630 130

ホール
※1時間あたり

2,951 44,723 22,361 3,830 3,830 【基準額】として設定 3,830 879

 ▪平⽇：午前9時から正午まで
（3h）

8,852 134,169 67,084 11,500 11,490 3,830円/時間 × 3時間 11,490 2,638

 ▪平⽇：午後1時から午後5時ま
で（4h）

11,796 178,892 89,446 14,150 15,320 3,830円/時間 × 4時間 ×
1.0（現行料金比率）

15,320 3,524

 ▪平⽇：午後6時から午後10時
まで（4h）

14,163 178,892 89,446 16,990 18,390 3,830円/時間 × 4時間 ×
1.2（現行料金比率）

18,390 4,227

 ▪休⽇：午前9時から正午まで
（3h）

10,622 134,169 67,084 12,740 13,790 3,830円/時間 × 3時間 ×
1.2（現行料金比率）

13,790 3,168

 ▪休⽇：午後1時から午後5時ま
で（4h）

14,153 178,892 89,446 16,980 18,390 3,830円/時間 × 4時間 ×
1.2（現行料金比率）

18,390 4,237

 ▪休⽇：午後6時から午後10時
まで（4h）

16,992 178,892 89,446 20,390 22,070 3,830円/時間 × 4時間 ×
1.44（現行料金比率）

22,070 5,078

一般（宿泊） 1,084 5,966 1,491 1,510 1,500 1,500 416

こども（宿泊） 270 - 400 750 一般の半分 750 480

一般（⽇帰り） 330 490 490 490 160

こども（⽇帰り） 0 0 250 一般の半分【新設】 250 250

体育館（１時間あたり） 522 2,101,864 - 10,360 2,590 730 730 730 208

⽇吉自然の家
⑶ 受益者負担率25％（⺠間のサービス提供度：低、市⺠生活上の必要性：中）

548
2,192

498

15,315,776 6,988

博物館等

平和施設 -原爆資料館（ホー
ル）

15,390,475

74,346,905 12,462

恐⻯博物館 92,911

996

92,581,720

自主学習・研修
施設
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

多目的ホール 1,571 9,411 2,353 2,190 2,190 2,190 619

新興善メモリアルホール 1,329 7,153 1,788 1,860 1,790 1,790 461

会議室１ 669 2,001 500 930 500 500 -169

会議室２ 627 2,979 745 870 750 750 123

研修室１ 250 953 238 500 240 240 -10

研修室２ 250 953 238 500 240 240 -10

研修室３ 250 953 238 500 240 240 -10

研修室４ 250 953 238 500 240 240 -10

スタジオ 669 5,604 1,401 930 930
図書館内での稼働率が極端
に低い（2.5％）のため、個
別算定

930 261

パソコン室 617 2,656 664 860 670 670 53

原爆資料館
一般 200

236,239,931 421,182
561 280 400 200

広島平和記念資料館と同一
金額。こども料金について
は検討中。

200 0

永井隆記念館（如
己堂含む） 一般 100

14,157,872 11,396
1,242 621 200 200

原爆資料館の料金を上限と
する。こども料金について
は検討中。

200 100

市立図書館 -18,121,176

平和施設

図書館

２ 施設の特性に応じて料金を設定するもの
⑴ 「被爆地・⻑崎市の使命」に鑑み料金を設定するもの
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

ホール（平⽇）9〜12（3h) 9,735 63,551 31,775 12,650 11,120 11,120 1,385

ホール（平⽇）13〜17（4ｈ） 12,243 63,551 31,775 14,690 12,410 12,410 167

ホール（平⽇）18〜21（3ｈ） 13,408 63,551 31,775 16,080 15,080 15,080 1,672

ホール（⼟⽇休⽇）9〜12（3h) 10,510 63,551 31,775 12,610 12,080 12,080 1,570
ホール（⼟⽇休⽇）13〜17（4
ｈ） 13,408 63,551 31,775 16,080 13,520 13,520 112
ホール（⼟⽇休⽇）18〜21（3
ｈ） 14,864 63,551 31,775 17,830 15,930 15,930 1,066

展示ホール 1,922 10,963,183 - 14,583 7,291 2,690 2,690 2,690 768

リハーサル室 347 2,530 1,265 520 500 500 153

音楽室 1,364 12,584 6,292 1,900 1,230 1,230 -134

大会議室 923 7,390 3,695 1,290 1,150 1,150 227

第1会議室 483 3,728 1,864 720 680 680 197

第2会議室 604 4,661 2,330 840 680 680 76

第3会議室 480 3,662 1,831 720 680 680 200

第4会議室 604 4,661 2,330 840 680 680 76

第5会議室 483 3,728 1,864 720 680 680 197

第6会議室 488 3,595 1,798 730 680 680 192

第7会議室 533 4,128 2,064 740 680 680 147

第8会議室 1,039 8,256 4,128 1,450 1,150 1,150 111

小会議室 282 1,931 965 420 420 420 138

和室１ 533 4,328 2,164 740 680 680 147

35,535,834

ア 受益者負担率50％
類似施設平均55,617,235

公⺠館と料金を統一-

ホール型施設 -市⺠会館（⽂化
ホール）

⑵ 他都市の類似施設を参考に料金を設定するもの

-13-



再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

第1研修室 495 2,294 586 740 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 195

第2研修室 495 2,294 586 740 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 195

第3研修室 495 2,294 586 740 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 195

第4研修室 614 2,919 746 850 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 76

第5研修室 495 2,419 618 740 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 195

第6研修室 495 2,335 596 740 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 195

視聴覚室 1,438 6,464 1,651 2,010 1,230 同種施設料金統一（会議室
等）

1,230 -208

調理実習室 973 4,296 1,097 1,360 750 同種施設料金統一（会議室
等）

750 -223

室内楽室 544 2,586 660 760 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 146

和室 715 2,752 703 1,000 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 -25

体育室 848 11,177 2,854 1,180 1,180 同種施設料金統一（会議室
等）

1,180 332

工作室 603 2,586 660 840 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 87

研修室1 428 4,124 1,112 640 640 同種施設料金統一（会議室
等）

640 212

研修室2 911 9,155 2,469 1,270 1,230 同種施設料金統一（会議室
等）

1,230 319

研修室3 177 1,693 457 350 350 同種施設料金統一（会議室
等）

350 173

研修室4 334 3,198 862 500 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 166

研修室5 198 1,951 526 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 192

和室１ 261 2,835 764 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 129

和室２ 502 5,205 1,404 700 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 188

東公⺠館 77,209,210 -

-
ア 受益者負担率25％

⑶ 同種施設であるため使用料を統一するもの

コミュニティ活
動施設

中央公⺠館 54,339,974
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

調理実習室 470 4,369 1,178 700 700 同種施設料金統一（会議室
等）

700 230

多目的ホール 3,864 30,288 8,168 5,020 5,020 同種施設料金統一（ホール
等）

5,020 1,156

第1研修室 369 5,156 1,273 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第2研修室 369 5,156 1,273 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第3研修室 369 5,156 1,273 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第4研修室 266 4,289 1,059 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

第5研修室 369 5,156 1,273 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第6研修室 266 4,289 1,059 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

和室 300 4,289 1,059 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 150

調理実習室 481 6,408 1,582 720 720 同種施設料金統一（会議室
等）

720 239

講堂 850 17,332 4,278 1,190 1,190 同種施設料金統一（ホール
等）

1,190 340

第1研修室 369 9,450 2,120 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第2研修室 266 6,773 1,520 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

第3研修室 266 5,676 1,274 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

講堂 1,023 37,896 8,502 1,430 1,430 同種施設料金統一（ホール
等）

1,430 407

会議室 266 3,725 836 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

和室 300 6,644 1,491 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 150

調理実習室 481 11,288 2,533 720 720 同種施設料金統一（会議室
等）

720 239

研修室1 394 4,035 985 590 590 同種施設料金統一（会議室
等）

590 196

研修室2 394 4,796 1,171 590 590 同種施設料金統一（会議室
等）

590 196

研修室3 394 4,644 1,134 590 590 同種施設料金統一（会議室
等）

590 196

南公⺠館

-77,209,210

32,991,446

東公⺠館

-

-

23,536,778⻄公⺠館

コミュニティ活
動施設

67,504,927 -北公⺠館
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

会議室1 279 2,741 669 410 410 同種施設料金統一（会議室
等）

410 131

会議室2 279 2,056 502 410 410 同種施設料金統一（会議室
等）

410 131

会議室3 279 2,360 576 410 410 同種施設料金統一（会議室
等）

410 131

講堂 1,093 16,597 4,053 1,530 1,460 同種施設料金統一（ホール
等）

1,460 367

視聴覚室 1,040 12,334 3,012 1,450 1,230 同種施設料金統一（会議室
等）

1,230 190

和室1 316 2,512 614 470 470 同種施設料金統一（会議室
等）

470 154

和室2 316 3,274 800 470 470 同種施設料金統一（会議室
等）

470 154

調理実習室 515 837 205 720 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 175

講堂 665 13,466 3,394 930 930 同種施設料金統一（ホール
等）

930 265

和室１ 300 3,597 907 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 150

和室２ 300 4,307 1,086 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 150

第１研修室 369 4,861 1,225 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第２研修室 369 4,621 1,165 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第３研修室 266 3,984 1,004 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

小研修室 266 3,385 853 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

調理実習室 481 7,296 1,839 720 720 同種施設料金統一（会議室
等）

720 239

第一研修室 369 65,875 17,402 550 550 同種施設料金統一（会議室
等）

550 181

第二研修室 360 81,696 21,582 540 540 同種施設料金統一（会議室
等）

540 180

第三研修室 300 58,354 15,415 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 150

調理実習室 225 39,681 10,482 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 225

⼾⽯地区公⺠館 12,543,863

滑⽯公⺠館 34,639,707

-

コミュニティ活
動施設

-

67,504,927 -北公⺠館
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

集会場（講堂） 1,023 20,957 4,972 1,430 1,430 同種施設料金統一（ホール
等）

1,430 407

第1会議室 266 3,772 895 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

第2会議室 266 2,882 684 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

第3会議室 266 2,882 684 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

第4会議室 266 2,515 597 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

敬老室 266 2,829 671 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

調理実習室 481 6,287 1,492 720 720 同種施設料金統一（会議室
等）

720 239

第１会議室 838 10,414 2,290 1,170 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 -148

第２会議室 838 10,414 2,290 1,170 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 -148

第３会議室 522 3,124 687 730 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -22

ホール 6,284 58,242 12,809 8,160 6,590 同種施設料金統一（ホール
等）

6,590 306

和室 522 5,207 1,145 730 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -22

調理室 628 5,207 1,145 870 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 62

講堂 440 25,509 5,745 660 660 同種施設料金統一（ホール
等）

660 220

研修室 208 5,566 1,254 410 410 同種施設料金統一（会議室
等）

410 202

会議室 208 7,421 1,671 410 410 同種施設料金統一（会議室
等）

410 202

和室 208 9,276 2,089 410 410 同種施設料金統一（会議室
等）

410 202

調理実習室 428 5,566 1,254 640 640 同種施設料金統一（会議室
等）

640 212

コミュニティ活
動施設

⾹焼公⺠館 26,520,557

三重地区公⺠館 11,726,918 -

-

12,540,611⾼浜地区公⺠館 -
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

講堂（全面） 850 14,915 4,599 1,190 1,190 同種施設料金統一（ホール
等）

1,190 340

会議室 266 2,906 896 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

和室 300 4,233 1,305 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 150

調理実習室 481 - 7,458 2,300 720 720 同種施設料金統一（会議室
等）

720 239

研修室 160 9,585 2,668 320 310 同種施設料金統一（会議室
等）

310 150

会議室 272 20,212 5,626 400 400 同種施設料金統一（会議室
等）

400 128

講堂 471 49,855 13,877 700 700 同種施設料金統一（ホール
等）

700 229

視聴覚室 211 10,259 2,855 420 420 同種施設料金統一（会議室
等）

420 209

和室 282 15,189 4,228 420 420 同種施設料金統一（会議室
等）

420 138

調理実習室 240 11,025 3,069 480 480 同種施設料金統一（会議室
等）

480 240

会議室 266 4,699 1,086 390 390 同種施設料金統一（会議室
等）

390 124

講堂 850 30,380 7,021 1,190 1,190 同種施設料金統一（ホール
等）

1,190 340

和室 300 5,930 1,371 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 150

調理実習室 225 5,271 1,218 450 450 同種施設料金統一（会議室
等）

450 225

12,217,127野⺟地区公⺠館コミュニティ活
動施設

-

-

-14,453,166

⿊崎地区公⺠館 9,249,497

外海公⺠館
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

ホール 9,475 283,183 24,766 12,310 12,310 同種施設料金統一（ホール
等）

12,310 2,835

会議室1 486 11,036 965 720 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 204

会議室2 564 8,829 772 780 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -64

会議室3 486 8,829 772 720 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 14

会議室4 486 8,829 772 720 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 14

視聴覚室 972 17,658 1,544 1,360 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 -282

和室 486 11,036 965 720 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 204

講堂 989 74,901 17,967 1,380 1,150 同種施設料金統一（ホール
等）

1,150 161

会議室1 504 25,419 6,097 700 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -4

会議室2 504 36,603 8,780 700 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 186

和室 504 31,180 7,479 700 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -4

調理実習室 723 25,419 6,097 1,010 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 -33

講堂 989 84,939 23,096 1,380 1,230 同種施設料金統一（ホール
等）

1,230 241

会議室1 504 15,655 4,257 700 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -4

会議室2 504 17,765 4,831 700 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -4

会議室3 504 35,641 9,691 700 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 186

和室1 504 47,744 12,982 700 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 186

和室2 504 18,431 5,012 700 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 -4

調理実習室 723 22,206 6,038 1,010 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 -33

コミュニティ活
動施設

-

-

15,079,728川原地区公⺠館 -

三和公⺠館 53,865,439

為⽯地区公⺠館 16,815,093
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

多目的ホール 4,400 97,267 34,596 5,720 5,210 同種施設料金統一（ホール
等）

5,210 810

会議室 376 13,727 4,882 560 560 同種施設料金統一（会議室
等）

560 184

視聴覚室 376 11,766 4,185 560 560 同種施設料金統一（会議室
等）

560 184

ホール 3,624 61,986 17,325 4,710 4,710 同種施設料金統一（ホール
等）

4,710 1,086

第1会議室 492 5,807 1,623 730 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 8

第2会議室 492 8,080 2,258 730 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 198

第3会議室 492 8,080 2,258 730 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 198

研修室 492 7,322 2,046 730 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 198

第１会議室 492 6,411 1,979 730 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 198

第２会議室 492 6,411 1,979 730 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 198

第３会議室 492 6,632 2,047 730 690 同種施設料金統一（会議室
等）

690 198

和室１ 492 3,924 1,211 730 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 8

和室２ 492 3,924 1,211 730 500 同種施設料金統一（会議室
等）

500 8

調理室 492 5,969 1,843 730 730 同種施設料金統一（会議室
等）

730 238

卓球台（１台につき）一般 157 2,538 1,269 310 310 同種施設料金統一（体育
館）

310 153

バドミントン練習利用・一般 ※
小中・⾼校も統一

257 904 452 380 380 同種施設料金統一（体育
館）

380 123

バレーボール練習利用・一般 ※
小中・⾼校も統一

644 2,610 1,305 900 900 同種施設料金統一（体育
館）

900 256

バスケットボール練習利用・一般 644 4,962 2,481 900 900 同種施設料金統一（体育
館）

900 256

競技場練習利用（半面）一般 644 77,928 38,964 900 900 同種施設料金統一（体育
館）

900 256

イ 受益者負担率50％

-

【体育館】
スポーツ施設

市⺠体育館 10,901,684 -

コミュニティ活
動施設

-琴海南部⽂化セン
ター

21,213,168

琴海⽂化センター 33,153,280 -

野⺟崎⽂化セン
ター

24,654,564
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再算定結果一覧（使用料）【教育厚生委員会】

金 額 理 由
現行料金 総コスト 現行料金

との差額施設名称 使用料項目 計算結果 激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果カテゴリー 目  標

利用者数
１人（室）等

あたりのコスト

行商、募金その他これらに類する
もの（１⽇あたり） 261 390 390 390 129

業として行う写真又は映画の撮影
（１⽇） 104 200 200 200 96

業として行う写真又は映画の撮影
（１月） 1,613 2,250 2,250 2,250 637

興 行（１㎡あたり１⽇） 18 36 36 36 18

広告物の掲出（広告表示面積1㎡に
つき１⽇） 1,613 2,250 2,250 2,250 637

集会、展示会その他これらに類す
るもの（1㎡につき１⽇）

12 24 24 24 12

３ その他
⑴ 行為等使用料

レクリエーショ
ン施設

あぐりの丘 - - - - 施設使用料を再算定した結
果、多くの施設で激変緩和
措置が適用されることか
ら、行為等使用料について
も、各料金に激変緩和措置
の倍率を乗じて得た額を見
直し後の料金とする。
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手数料３
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再算定結果一覧（手数料）【教育厚生委員会】

普通診断書
3,142 25 3,430 35 3,465 4,085 3,460 318

特別診断書
（複雑） 7,333 50 8,255 35 8,290 9,533 8,290 957

特別診断書
（簡易） 5,238 40 6,325 35 6,360 6,809 6,360 1,122

普通証明書
1,047 15 1,500 35 1,535 1,466 1,460 413

特別証明書
2,095 20 2,465 35 2,500 2,724 2,500 405

⻑崎市動物の愛護及び管理に関する条例 返還手数料
3,771 89 5,963 0 5,963 4,902 4,900 1,129

⻑崎市動物の愛護及び管理に関する条例施⾏規則 飼養管理費
366 25 1,675 120 1,795 549 540 174

⑦
現⾏料金
との差額

③
物件費

④
再算定結果
（②+③）

①
業務量合計

(分)
現⾏額

⻑崎市障害福祉センター条例
⻑崎市夜間急患センター条例
⻑崎市国⺠健康保険診療所条例
⻑崎市診療所条例

⑥
最終結果②

人件費手数料の種類
⑤

激変緩和
措置額

区 分
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